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三
に
つ
い
て 

一
、
二
及
び
四
に
つ
い
て
、 

聴
覚
又
は
言
語
機
能
に
障
害
の
あ
る
者
が
手
話
通
訳
又
は
筆
談
に
よ
り
公
正
証
書
遺
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
の
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
手
話
通
訳
を
め
ぐ
る
現
在
の
状
況
、
公
正
証

書
遺
言
に
関
す
る
諸
外
国
の
法
制
等
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
し
た
上
で
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
法
制
審
議
会
に
お
い
て
審
議

を
行
い
、
そ
の
答
申
を
経
て
、
平
成
十
一
年
の
通
常
国
会
に
民
法
改
正
法
案
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
く

予
定
で
あ
る
。 

右
に
述
べ
た
民
法
の
改
正
に
お
い
て
は
、
聴
覚
又
は
言
語
機
能
に
障
害
の
あ
る
者
が
手
話
通
訳
又
は
筆
談
に
よ
り
公
正
証

書
遺
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
公
正
証
書
遺
言
の
方
式
に
関
す
る
規
定
に
所
要
の
改
正
を
加
え
る
と
と

も
に
、
こ
れ
に
関
連
す
る
規
定
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
予
定
で
あ
る
。 

衆
議
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議
員
坂
上
富
男
君
提
出
手
話
通
訳
等
に
よ
る
公
正
証
書
遺
言
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 
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